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議案第２９号 

   射水市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 射水市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  令和４年６月６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 射水市職員の給与に関する条例（平成１７年射水市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２５ 令和４年６月に支給する射水市立保育園、射水市立幼稚園及び射水市立

認定こども園に勤務する職員の期末手当の額は、第２５条第２項及び第３項

の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額に、期末

手当基礎額に１００分の７．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の同条第２項各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。  

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第３０号 

   射水市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について  

射水市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。  

  令和４年６月６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号 

射水市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

射水市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１７年射水市条例第４５号）

の一部を次のように改正する。  

 別表夜間看護手当の部を次のように改める。  

夜間看護手当 
 射水市民病院において、看

護師、准看護師又はこれらに

準ずると市長が認める職員

で、正規の勤務時間の一部又

は全部が深夜において行わ

れる看護等の業務に従事し

た職員 

深夜における勤務時間

が２時間未満の場合 

２，１５０円 

深夜における勤務時間

が２時間以上４時間未

満の場合 ３，１００円 

深夜における勤務時間

が４時間以上の場合 

３，５５０円 

勤務時間が深夜の全部

を含む勤務である場合  

７，３００円 

 

附 則  

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の射水市職員の特

殊勤務手当に関する条例の規定は、令和４年６月１日から適用する。  
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議案第３１号  

   射水市議会の議員及び射水市長の選挙における選挙運動用自動車  

   の使用の公営に関する条例等の一部改正について  

 射水市議会の議員及び射水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例等の一部を次のように改正する。  

  令和４年６月６日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号 

   射水市議会の議員及び射水市長の選挙における選挙運動用自動車  

の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例 

 （射水市議会の議員及び射水市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例の一部改正） 

第１条  射水市議会の議員及び射水市長の選挙における選挙運動用自動車の

使用の公営に関する条例（平成１７年射水市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。  

第４条第２号ア中「１５,８００円」を「１６,１００円」に改め、同号イ

中「７,５６０円」を「７,７００円」に改める。 

 （射水市議会の議員及び射水市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成

の公営に関する条例の一部改正）  

第２条 射水市議会の議員及び射水市長の選挙における選挙運動用ポスターの

作成の公営に関する条例（平成１７年射水市条例第１０号）の一部を次のよ
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うに改正する。 

第４条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１万５００円」

を「３１万６，２５０円」に改める。 

（射水市議会の議員及び射水市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関   

 する条例の一部改正）  

第３条 射水市議会の議員及び射水市長の選挙におけるビラの作成の公費負担

に関する条例（平成１９年射水市条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

第４条及び第５条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の射水市議会の議員及び射水市長の選挙におけ

る選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の規定、第２条の規定による

改正後の射水市議会の議員及び射水市長の選挙における選挙運動用ポスター

の作成の公営に関する条例の規定及び第３条の規定による改正後の射水市議

会の議員及び射水市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、

同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によ

る。 
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議案第３２号 

   射水市市税条例等の一部改正について  

 射水市市税条例等の一部を次のように改正する。  

  令和４年６月６日 提  出 

                    射水市長 夏 野 元 志   

 

射水市条例第  号 

   射水市市税条例等の一部を改正する条例 

 （射水市市税条例の一部改正） 

第１条 射水市市税条例（平成１７年射水市条例第７８号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第３１条中「３，０００円」を「年額３，０００円」に改める。  

  第３３条第４項を次のように改める。  

 ４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確

定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に

定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額につい

ては、適用しない。  

第３３条第６項を次のように改める。  

 ６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確

定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その

他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金

額に係る所得の金額については、適用しない。  
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  第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金

額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の

個人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個

人の県民税」に改める。  

  第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規

定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号

の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、

同条第２項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改め

る。  

  第３６条の３第２項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、

同条第３項中「附記し」を「付記し」に改める。  

  第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。  

  (2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定

する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受け

るもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合

計所得金額が１３３万円以下であるものに限る。次条第１項において同

じ。）の氏名 
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  第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「あつて、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以

下この項において同じ。）に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が

９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」 

を、「控除対象扶養親族」の次に「であつて退職手当等に係る所得を有しな

い者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。 

  (2) 特定配偶者の氏名  

  第５３条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に

改める。 

  附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「

令和３年」を「令和７年」に改める。  

  附則第１６条の３第２項を次のように改める。  

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上

場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年

分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条

第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。  

  附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は

第３７条の８」に改める。  
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  附則第２０条の２第４項を次のように改める。  

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に

係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用

を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。  

  附則第２０条の３第４項を次のように改める。  

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に

係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用

を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。  

  附則第２０条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を

「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申

告書にこの項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。  

  附則第２５条を削る。  

（射水市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）  

第２条 射水市市税条例の一部を改正する条例（令和３年射水市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。  

  第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年

齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を

加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。  

  附則第２条第２項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第２４条

第２項及び第３６条の３の３第１項並びに附則第５条第１項の規定」に改め

る。  
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   附 則  

 （施行期日）  

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 第１条中射水市市税条例第３６条の３の２の見出し及び同条第１項、並

びに第３６条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例

附則第７条の３の２第１項及び第１７条の２第３項の改正規定並びに同

条例附則第２５条を削る改正規定並びに第２条（次号に掲げる改正規定を

除く。）並びに附則第２条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日  

 (2) 第１条中射水市市税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の９第１

項及び第２項、第３６条の２第１項ただし書及び第２項並びに第３６条の

３第２項及び第３項並びに第５３条の７の改正規定並びに同条例附則第

１６条の３第２項、第２０条の２第４項並びに第２０条の３第４項及び第

６項の改正規定並びに第２条（射水市市税条例の一部を改正する条例（射

水市条例第２２号）附則第２条第２項の改正規定に限る。）の規定並びに

附則第２条第３項の規定 令和６年１月１日  

（市民税に関する経過措置）  

第２条 第１条の規定による改正後の射水市市税条例（以下「新条例」という。）

第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の

日（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受

けるべき第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及

び同条第２項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受け
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るべき第１条の規定による改正前の射水市市税条例（次項において「旧条例

」という。）第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項

及び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。  

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受ける

べき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する

公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の

３の３第１項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受け

るべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項に規定

する申告書については、なお従前の例による。  

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の射水市市税条例の規定中

個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。 
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議案第３３号 

   射水市国民健康保険税条例の一部改正について 

 射水市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  

  令和４年６月６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

射水市国民健康保険税条例（平成１７年射水市条例第７９号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項中「１９万

円」を「２０万円」に改める。 

第２１条中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に

改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の射水市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。  
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議案第３４号 

   射水市不妊治療費助成に関する条例の一部改正について  

 射水市不妊治療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。  

  令和４年６月６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号  

   射水市不妊治療費助成に関する条例の一部を改正する条例  

射水市不妊治療費助成に関する条例（平成２４年射水市条例第３号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第２号アを次のように改める。  

ア 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精による不妊治療  

第３条第１項中「（不妊治療開始前に行う不妊原因を調べるための検査費を

含む。）」を削り、同項ただし書きを削り、同条第２項中「の適用または不適

用を問わないもの」を「又は家族療養費の適用を受けているもの（限度回数を

超えたことにより療養の給付又は家族療養費の適用にならないものを含む。）」

に改め、同項ただし書きを削り、同項中各号を削り、同条中第３項を第４項と

し、第２項の次に次の１項を加える。  

３ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成金の交付対象としない  

 ものとする。 

 (1) 入院時の食事療養標準負担額 

 (2) 文書料、個室料等の不妊治療に直接関係のない費用  
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第５条第１項中「３０万円」を「１０万円」に改める。  

第６条第１項中「年度区分により、」を「不妊治療の区分に応じ、当該各号

に定める期間内に」に改め、同項各号中「の属する年度内」を「から１年以内」

に改め、第２項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年７月１日（以下「施行日」という。）から施行する。  

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の射水市不妊治療費助成に関する条例（次項におい  

て「新条例」という。）第２条、第３条及び第６条の規定は、令和４年４  

月１日以後に治療を開始した夫婦に適用し、同日前に治療を開始した夫婦に  

ついては、なお従前の例による。 

３ 新条例第５条の規定は、施行日以後に交付申請及び請求した夫婦（令和４  

年３月３１日以前に治療を開始し令和５年３月３１日までにこの条例によ  

る改正前の射水市不妊治療費助成に関する条例第２条第２号アに規定する  

特定不妊治療の１回の治療が終了した夫婦を除く。）に適用し、同日前に交  

付申請及び請求した夫婦に対して交付する助成金の限度額については、なお  

従前の例による。 
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議案第３５号 

射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不 

均一課税に関する条例の一部改正について 

 射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に

関する条例の一部を次のように改正する。 

  令和４年６月６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  

 

射水市条例第  号 

   射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不  

均一課税に関する条例の一部を改正する条例  

 射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税に

関する条例（平成２７年射水市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「令和４年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に、「２

年」を「３年」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条第１項の規定は、令和４

年４月１日から適用する。  
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議案第３６号 

   公有水面の埋立てについて 

 令和４年４月２１日付け水漁第８０号をもって富山県知事新田八朗から公

有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第３条第１項の規定により意見を求

められたが、当該申請に対し異義がない旨意見を述べたいので、同法第３条第

４項の規定により議会の議決を求める。  

  令和４年６月６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  
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議案第３７号 

   庄川水害予防組合規約の変更に関する協議について 

 庄川水害予防組合規約（昭和２６年９月２６日富山県指令地第１２３６号）

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に

より、別紙のとおり変更することに関し協議することについて、同法第２９０

条の規定により、議会の議決を求める。  

  令和４年６月６日 提  出 

                    射水市長  夏 野 元 志  
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（別紙） 

庄川水害予防組合規約の一部を変更する規約  

 庄川水害予防組合規約（昭和２６年９月２６日富山県指令地第１２３６号）

の一部を次のように変更する。 

 第８条第２項中「高岡市副市長中管理者の選任した者及び」を「高岡市副市

長を、」に改める。 

附 則 

 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。  
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議案第３８号  

市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、市道路線

を次のとおり認定する。  

  令和４年６月６日 提  出  

                  射水市長 夏 野 元 志  

 

認定する路線  

認定路線名  起   点  終   点  

戸破２１４０号線  手崎  手崎  

大門長割１号線  大門  大門  

中村２２号線  中村  中村  

八塚１７号線  八塚  八塚  

八塚１８号線  八塚  八塚  
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議案第３９号 

射水市立大門中学校長寿命化改良第Ⅴ期（建築主体）工事請負 

契約について 

令和４年５月２４日に制限付き一般競争入札に付した射水市立大門中学校

長寿命化改良第Ⅴ期（建築主体）工事について、下記のとおり請負契約を締結

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び

射水市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成

１７年射水市条例第５０号）第２条の規定により、議会の議決を求める。  

記  

１ 契 約 の 目 的  射水市立大門中学校長寿命化改良第Ⅴ期（建築主体）工事 

２ 契 約 の 方 法  制限付き一般競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  ４９９，４００，０００円 

           （うち消費税等 ４５，４００，０００円） 

４ 契約の相手方  髙田建設・くみあい建設射水市立大門中学校長寿命化改

良第Ⅴ期（建築主体）工事共同企業体  

代表者 射水市土合１４９０番地 

髙田建設株式会社 

代表取締役 髙田 実 

構成員 射水市鷲塚６５番地７ 

くみあい建設株式会社 

代表取締役社長 渡邊 竜一 

 

  令和４年６月６日 提  出 

射水市長 夏 野 元 志  
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報告第 ３ 号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を

求める。 

  令和４年６月６日 提  出 

                      射水市長 夏 野 元 志 

 

専決処分第 ５ 号 

   射水市市税条例の一部改正について 

 射水市市税条例の一部を次のように改正する。  

  令和４年３月３１日 専決処分 

                      射水市長 夏 野 元 志 

射水市条例第１３号 

   射水市市税条例の一部を改正する条例 

 射水市市税条例（平成１７年射水市条例第７８号）の一部を次のように改正

する。 

第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」 

に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２ 

１条の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

 附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２３項」を「附則第１５条第 

２２項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第１ 

５条第２３項第１号」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２４項第２号」 

を「附則第１５条第２３項第２号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２ 

４項第３号」を「附則第１５条第２３項第３号」に改め、同条第７項中「附則 

第１５条第２５項第１号」を「附則第１５条第２４項第１号」に改め、同条第 
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８項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に 

改め、同条第９項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２ 

６項第１号イ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を 

「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第 

２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第１２項 

中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１号ニ」に 

改め、同条第１３項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第 

２６項第２号イ」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」 

を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条 

第２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１６ 

項中「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」 

に改め、同条第１７項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条 

第２６項第３号ロ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」 

を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第１９項中「附則第１５条 

第３０項」を「附則第１５条第２９項」に改め、同条第２０項中「附則第１５ 

条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第２１項中「附則第１ 

５条第３５項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同条第２２項中「附則第

１５条第４２項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同条第２３項中「附則

第１５条第４６項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同条中第２５項を第

２６項とし、第２４項を第２５項とし、第２３項の次に次の一項を加える。 

２４ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は４分

の３とする。 

 附則第１０条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住 

宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱  

損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中「特 

定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定 
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熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、 

「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。  

 附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年 

度分の固定資産税にあつては、１００分の２．５）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の射水市市税条

例の規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正

前の地方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。  
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報告第  ４  号  

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を

求める。  

  令和４年６月６日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  

 

専決処分第  ４  号  

射水市特定公共賃貸住宅条例の一部改正について  

射水市特定公共賃貸住宅条例（平成１７年射水市条例第１８６号）の一部を

次のように改正する。  

  令和４年３月２５日 専決処分  

射水市長 夏 野 元 志  

射水市条例第１２号  

   射水市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例  

射水市特定公共賃貸住宅条例（平成１７年射水市条例第１８６号）の一部を  

次のように改正する。  

第２条第２号中「第１条第３号」を「第１条第４号」に改める。  

第６条１号中「を含む。第２８条において同じ」を「及び法施行規則第１条

第１号に規定する同居親族に準ずる者を含む。以下同じ」に改める。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後第６条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行
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日」という。）以後に射水市特定公共賃貸住宅条例第２条第１項に規定す

る特定公共賃貸住宅の入居の申込み（以下「入居申込み」という。）をす

る者について適用し、施行日前に入居申込みをした者であって施行日以降

に入居するものについては、なお従前の例による。  
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報告第  ５  号  

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について専決処分したので、同条第２項の規定

によりこれを報告する。  

  令和４年６月６日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  

 

記  

和解及び損害賠償額の決定 

専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

２  令和４年３月９日  

１ 和解及び損害賠償の内容 

   責任割合  市 １００パーセント 

損害賠償額 市 １０，０００円 

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名 

３ 事由 

   除雪車による物損事故 

    発生日 令和３年１２月２８日  

    場 所 射水市二口地内  

３  令和４年３月９日  

１ 和解及び損害賠償の内容 

   責任割合  市 １００パーセント 

損害賠償額 市 ７３，５９０円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名 

３ 事由 

   除雪車による物損事故 

    発生日 令和４年２月７日  

    場 所 射水市太閤山１０丁目地内 

６  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 ９０パーセント  

損害賠償額 市 ２４８，１０４円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年２月６日  

    場 所 射水市土合地内  
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専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

７  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ２５１，９００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和３年１２月２８日  

    場 所 射水市太閤山１丁目地内  

８  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ７２８，０００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和３年１２月３１日  

    場 所 射水市三ケ地内  

９  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ３９６，０００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年１月７日  

    場 所 射水市野村地内  

１０  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ９９，０００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年１月２０日  

    場 所 射水市戸破地内  

１１  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １８７，０００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年２月６日  

    場 所 射水市朴木地内  
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専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

１２  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ２１８，０８６円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年２月７日  

    場 所 射水市中太閤山１９丁目地内  

１３  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １９４，７００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年２月７日  

    場 所 射水市赤井地内  

１４  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ７９，２００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年２月２３日  

    場 所 射水市庄西町二丁目地内  

１５  令和４年５月６日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １５４，０００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年２月２３日  

    場 所 射水市大島北野地内  

１６  令和４年５月１９日  

１ 和解及び損害賠償の内容 

   責任割合  市 １００パーセント 

損害賠償額 市 ２５７，４００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名 

３ 事由 

   除雪車による物損事故 

    発生日 令和４年２月６日  

場 所 射水市南太閤山１４丁目地内  
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専決処分

番     号  
専決処分年月日  専決処分の内容  

１７  令和４年５月１９日  

１ 和解及び損害賠償の内容 

   責任割合  市 １００パーセント 

損害賠償額 市 ２１５，６００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名 

３ 事由 

   除雪車による物損事故 

    発生日 令和４年２月６日  

    場 所 射水市新開発地内  

１８  令和４年５月１９日  

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 ４１６，９００円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市在住１名  

３ 事由  

   除雪車による物損事故  

    発生日 令和４年２月２３日  

    場 所 射水市二口地内  

１９ 令和４年５月１７日 

１ 和解及び損害賠償の内容  

   責任割合  市 １００パーセント  

損害賠償額 市 １２４，６１９円  

２ 和解及び損害賠償の相手方  

   射水市外在住１名  

３ 事由  

   刈払機での除草作業に伴う飛び石による

車両破損事故  

    発生日 令和４年４月２０日  

    場 所 射水市立歌の森小学校 
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報告第  ６  号  

   繰越明許費繰越計算書について（一般会計）  

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定によ

り、別紙のとおり令和３年度射水市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製した

ので報告する。  

  令和４年６月６日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  
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報告第  ７  号  

   建設改良費繰越計算書について（水道事業会計）  

 令和３年度射水市水道事業会計予算の建設改良費は、別紙のとおり繰り越し

たので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定

により報告する。  

  令和４年６月６日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  
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報告第  ８  号  

   建設改良費繰越計算書について（下水道事業会計）  

 令和３年度射水市下水道事業会計予算の建設改良費は、別紙のとおり繰り越

したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規

定により報告する。  

  令和４年６月６日 提  出  

射水市長 夏 野 元 志  
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